
○坂井市キッチンカー等導入支援事業費補助金交付要綱 

令和４年４月１日 

告示第６８号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、新型コロナウイルス感染症を踏まえた新しい生活様式に

対応するため、キッチンカー又は移動販売車（以下「キッチンカー等」とい

う。）を導入することで販路開拓や業種転換等を図る市内の中小企業者を支

援することを目的として、坂井市補助金等交付規則（平成１８年坂井市規則

第３５号。以下「規則」という。）によるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１）中小企業者 坂井市中小企業振興基本条例（平成２５年坂井市条例第２

５号）第２条第１号に規定する中小企業者をいう。 

（２）キッチンカー 調理した食材を販売するため、車両内での調理を目的と

した設備が車内に固定されている車両をいう。 

（３）移動販売車 商品を販売するための設備及び冷蔵機器等を備え付けた車

両をいう。 

（補助事業者） 

第３条 補助の対象となる事業者は、市内に主たる事業所を有する中小企業者

で、次のいずれにも該当するものとする。 

（１）第６条に規定する交付の申請を行う時点において、現に市内で事業を営

んでいるものであって、１年以上の事業実績を有すること。 

（２）キッチンカー等を導入後３年以上当該事業を継続する意思があること。 

（３）市税の滞納がないこと。 

（補助事業の経費の範囲） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、キッチ

ンカー等として使用する車両の購入費並びに食品の調理及び販売を目的とし

た車両の改造費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。 

（１）単に既存事業に供する資産に関する購入費及び改造費 

（２）改造を伴わない車両のみの購入費。ただし、キッチンカー等に該当する

車両の場合は除く 

（３）国、県等から補助を受けている経費、又は受ける予定の経費 



（４）消費税及び地方消費税、自賠責保険料、自動車重量税、自動車税、印紙 

   代 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内とし、２００万円を限度

とする。ただし、１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

る。 

２ 補助金の申請は、原則として１事業者につき１回限りとする。 

（補助金等交付申請に添付すべき書類） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に次の書類

を添えて、市長が別に定める日までに申請するものとする。 

（１）事業に関する調書 

（２）事業計画書（様式第１号） 

（３）その他市長が必要と認める書類 

（補助事業の変更） 

第７条 規則第７条第１項第１号に規定する軽微な変更は、補助事業の計画の

変更により減額される補助金等の額が交付決定を受けた補助金等の額の１０

パーセント未満かつ５０万円以下の減額の場合で、補助の目的及び事業能率

に影響を与えない場合とする。 

（補助金の実績報告等） 

第８条 補助金の交付決定を受けたものは、補助事業が完了した日から起算し

て３０日以内又は補助金を受けた日の属する年度の３月３１日のいずれか早

い日までに、補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 

（１）事業実績決算書（様式第２号） 

（２）購入又は改造に要した経費の支払いが確認できる書類の写し 

（３）その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定等） 

第９条 市長は、前条の報告書を受理したときは、これを審査し、補助金等確

定通知書により通知するものとする。 

（補助金の請求等） 

第１０条 申請者は、補助金の額の確定を受けたときは、速やかに補助金等交

付請求書により、市長に請求するものとする。 

（補助金の支払等） 

第１１条 市長は、前条の請求を受理したときは、速やかに補助金を支払うも

のとする。 

 （事業の状況報告等） 



第１２条 補助金の交付を受けたものは、キッチンカー等を導入後３年間、毎

年度末に坂井市キッチンカー等導入支援事業報告書（別記様式第１号）を市

長に提出しなければならない。 

 （遵守事項） 

第１３条 補助金の交付を受けたものは、次に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

（１）食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）その他法令に関すること。 

（２）キッチンカー等を食品の調理販売又は商品の積載販売以外の用途に使用

しないこと。 

（その他） 

第１４条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第１２

条の規定については、同日後もなおその効力を有する。 


